
令和 5年度上野動物園博物館実習生募集要領 

 

令和 5 年 4 月 1 日 

 

恩賜上野動物園では、大学生等の一般的な職業観・勤労観の育成、専門教育の実地学習

に加え、上野動物園の事業内容と社会的意義に対する理解を深めてもらうことを目的に、

下記の要領により、博物館実習を実施します。 

 

 

１．実習内容 

 講義と課題作成の他、教育普及業務の体験 

   〇講義例 

・動物園教育の考え方 

    ・野生動物の保全 

〇実習例 

・飼育している野生動物に関する動物園の発信に対する一般の反応を調査する 

・既存のプログラムを見学・体験する 

・展示動物に関する動物園と来園者の認識のギャップを埋める企画を作成し、 

発表する 

 

 

２．実習生の条件 

博物館法第 5 条第 1 号の規定に基づき、博物館実習の単位取得を目的とする大学 3 年生

以上で、当該所属長からの公的な推薦を受けられる方。 

 

３．募集人数 

８名程度 

 

 

４．実習期間 

2023 年 9 月 5 日(火) ～ 9 月 16 日(土)   

  (うち休日：9 月 7 日(木)、10 日(日)、13 日(水)) 

実習期間は、延べ 12 日間ですが、期間中に休日が 3 回ありますので、実働 9 日間となり

ます。 

 

 

５．実習時間 

実習時間は、原則 9 時 00 分から 16 時 00 分までです。ただし、実習内容により前後する

場合があります。 



６．募集期間 

2023 年 4 月 1 日(土) ～ 5 月 26 日(金)（必着） 

 

 

７．申請方法 

申請は、学校からの一括申請のみ受け付けるものとし、個人からは受け付けません。 

 

下記の必要書類を当園ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上、学校で

参加希望者をとりまとめて ueno_ed2023@tokyo-zoo.net までお送りください。 

（必要書類のうち①は学校、②③は申請者が作成） 

 

＜必要書類＞ 

①博物館実習受入申請書（別紙様式１）１部 

②博物館実習生調書（別紙様式２）１部 

③課題作文  １式 

【課題】 

「中学生・高校生のための動物園・水族園活用ガイド」 

https://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&inst=&link_num=26713 

を読んだうえで、『動物園の４つの役割を達成するために、あなたが都立動物園の

学芸員として実行したいと思う取り組み』について、800 字以内にまとめたもの

を Word で提出。 

 

 

８．選考方法、および決定通知 

１）受入者は、実習生調書と課題論文の総合評価により選考し、決定します。 

 

２）評価結果の理由等については、一切お答えいたしません。また、申請いただいた資料

は返却いたしませんが、責任をもって処分いたします。 

 

３）選考の結果は、受入の可否に関わらず、6 月 26 日(月)以降に学校へメールします。 

 

 

９．申請にあたっての注意事項 

１）感染症予防の為、麻疹（はしか）の予防 接種を受けたことのない（受けた記憶がない）

方は、実習開始 2 週間前までにワクチン接種を実施していただく必要があります。未接種

の場合は実習できませんので、あらかじめ御承知おきください。ただし、過去に麻疹にか

かったことがある方は必要ありません。 

 

 

https://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&inst=&link_num=26713


２）実習開始日の過去 2 ヶ月以内に海外渡航された方については、日程・地域などを必ず

申告してください。 

 

３）過去に当園で博物館実習の経験がある方の受け入れはできません。 

 

４）実習期間と授業やゼミが重なり、決定通知後に実習をキャンセルするケースが見受け

られます。申し込みにあたっては、学校のスケジュールとよく照らし合わせて、キャンセ

ルすることのないように十分な事前確認をお願いいたします。 

 

 

 

１０．実習生の権利・義務 

１）実習生は、実習期間中に実習生としての指導を受ける他、何らの特権を有しません。 

 

２）実習生には、実習を受けた結果としての何らの権利・特権を生じません。 

 

３）実習生は、職員の指示に従い、誠実に実習を受けなければなりません。 

 

４）実習生は、実習中に知り得た業務に関する情報を漏洩してはなりません。 

 

５）実習生が、期間中に負傷疾病などの事故にあっても当園側への補償責任は一切応じ

ません。（学校での災害傷害保険・共済の加入をご確認ください） 

 

６）実習中、実習生の不注意により、当園に損害を与えた場合、本人又は依頼者の責任

に於いて弁償していただきます。その内容については、その都度園と協議の上決定

します(事前に誓約書を提出していただきます)。 

 

７）実習期間中、職員専用施設など、特別な場所に入ることはできません。 

 

８）実習が終了した者は、終了後 2 週間以内に実習レポート（1200 字以上）を提出しな

ければなりません。 

 

 

１１．書類提出先・問合わせ先 

恩賜上野動物園 教育普及課 教育普及係 博物館実習担当 

〒110-8711 東京都台東区上野公園 9-83 

TEL 03-3828-5171（代表） 

 

 


